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店舗改装・事業所新設等積立金

事業継続リスク対応積立金

雇用対策・人事制度改定対応積立金

戦後80年、国際協同組合年積立金

2025年12月31日現在
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報告すること 
 
 

第２９期役員選任に関する役員推薦委員会の委員について 
 
 
（（ははじじめめにに））  
・今年は役員（理事、監事）の２年に１回の改選期にあたり、通常総代会に候補者に関する議

案を提案する予定です。 
・総代会提案にむけて役員選任規約第５条（以下、条文参照）に基づいて「役員推薦委員会」

を設置します。 
 
（（報報告告すするるこことと）  
 
 ・設置にあたり、同規約第５条に基づいて委員を以下の方々とすることを総代に報告します。 
 

※尚、総代枠委員の定数は８人（理事、有識者枠委員のほぼ２倍）とすることを、第２７期第２４回

理事会（２０２３年１０月）にて決議しています。 

 
 

      ●理事会が選任した委員（１２人）  以下、敬称略 

   
１） 総 代（８人） 

川﨑 順子 （鹿児島北）   湯舟 えり子（鹿児島中央） 

井上 和代 （鹿児島南）   東 洋子  （日 置） 

西村 里美 （南薩西）    東郷 惠子 （鹿 屋）     

米次 律子 （出 水）    福崎 睦代 （離島特販） 

 

２） 理 事（３人） 
上城 秀人 （理事長） 
笛田 尚子 （会長理事） 
元山 陽子 （副会長理事） 

 
３） 有識者（１人） 

髙山 和士 （顧問） 

 

  
 
＜資 料＞  「役員選任規約」第５条抜粋 
 
（理事候補者及び監事候補者の推薦） 
第５条 理事候補者及び監事候補者を推薦する機関として、役員推薦委員会をおく。 

２ 役員推薦委員会は、理事会が選任した次の委員により構成し、委員長を互選する。 
（１）理事会が選任した総代  
（２）理事会が選任した理事 
（３）理事会が選任したその他有識者 

３ 理事会は、前項第１号の選任をしようとするときは、その内容につき地域別総代会議に諮らなければならない。 
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